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Ⅰ 点検・評価制度の概要 
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１ はじめに 

 

寒川町教育委員会では、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の趣旨に

則り、効果的な教育行政の推進に資するとともに、町民への説明責任を果たし、よ

りよい教育を目指すため、令和５年度事業について点検と自己評価を行い、その結

果に対して教育に関し学識経験を有する方からご意見を頂戴し、「教育に関する事

務の管理及び執行の状況の点検及び評価の結果報告書」（以下「報告書」という。）

にまとめました。 

                                    

   

 

参考：地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 
 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第 26条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第 1項の規定に

より教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第 4項

の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び

執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成

し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。      

2  教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識 

経験を有する者の知見の活用を図るものとする。  

 

 

 

 

２ 点検・評価の対象事業 

 

点検・評価の対象範囲は、学校教育、社会教育及びスポーツに関することなど、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 21条で「教育委員会の職務権限」と

して規定されている事務ですが、町の行政組織の見直しにより、平成 25年度から

教育委員会で所管している事務は、主に学校教育、社会教育に関するものとなって

います。 

対象事業については、第２次寒川町教育振興基本計画の前期実施計画（令和３年

度～令和６年度）の各事業のうち、令和５年度重点施策に位置付けた事業で教育委

員会が実施した事業としました。 
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３ 点検・評価の実施方法 

 

(1)  教育委員会が実施している事業について、教育委員会自らがその取り組み状

況と成果について点検と評価をし、それに対する課題や今後の方向性などをま

とめました。 

 

評価基準 

 

Ａ…よくできた。計画・目標を上回る成果が得られた。 

 Ｂ…ほぼ計画・目標どおり実施できた。 

 Ｃ…計画どおり実施できなかった。 

  

※取組について「成果指標」（定量評価）のみではなく、「取組状況（成果）」

（定性評価）も併せ全体として総合評価する。 

 

(2)  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26 条第 2 項に規定されている

ように、教育に関し学識経験を有する方々等（外部評価委員）から点検・評価の

対象事業について様々なご意見をいただきました。これらは次年度の事業実施

に生かしてまいります。 

 

外部評価委員 

氏    名 所   属   等 

相  嶋  洋  子 寒 川 町 社 会 教 育 委 員 

菊  本  葉  子 寒 川 町 Ｐ Ｔ Ａ 連 絡 協 議 会 長 

三  木  英  正 神 奈 川 県 立 寒 川 高 等 学 校 長 

（50音順、敬称略） 

 

 

４ 新型コロナウイルス感染症への町教育委員会の対応について 

 

教育委員会では、町立小・中学校及び社会教育施設において、新型コロナウイルス感染

症への対応を図ってきたところです。令和５年５月に５類感染症となり規制は緩和されました

が、基本的な感染対策は今後も継続し、情勢に応じた対応を図ってまいります。 
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Ⅱ 令和５年度 

事業の点検・評価 
 



令和５年度重点施策一覧

ページ

1

1
「主体的・対話的で深い学び」につながる授業実践及び指導と評価の一体化
の推進等、今日求められる教育課題に関する校内研究会及び教職員研修会等
の充実

8

2
学習形態や指導方法等の工夫を通した一人ひとりに応じたきめ細かな指導の
充実

9

2

1
様々な体験的な学習等における児童・生徒の主体的な活動を通じて自己決定
の場を設定し、自他を尊重する態度の育成といじめのない学級・学校づくり
の推進

10

2
「特別の教科 道徳」の特質を踏まえ、自ら考え判断し行動できる力を育む教
育活動全体を通じた道徳教育の充実

11

3

1
一人ひとりの教育的ニーズに合った学びの場で、適切な支援を受けながら学
習することができる特別支援教育の充実

12

2
児童相談所等の他機関との連携をした学校生活に不安や課題を抱える児童・
生徒への相談指導体制の充実

13

4

1
小学校英語専科教員の配置及び各外国人指導者（ＦＬＴ）の小・中学校への
常駐配置による指導体制の強化を通じた外国語教育の推進

14

2
外国語教育推進リーダー研究会を通じた組織的な研究体制及び情報共有の充
実

15

5

1
ＩＣＴ機器等の整備による新学習指導要領に対応した分かりやすい授業の展
開に向けた授業研究体制及び教職員研修の充実

16

2 ＩＣＴ支援員の配置による各校のニーズに応じた情報教育に係る支援の充実 17

6

1
学校施設の維持保全と整備を通じた安全・安心な学校教育を継続するための
環境づくり（小中学校修繕、施設維持補修委託、外壁修繕工事など）

18

2
工事および備品の調達による給食センター整備、運用手法検討・決定、学校
給食費公会計化実施

19

学力向上に向けた主体的・対話的で深い学びの視点による授業改善の充実を図ります。

特別の教科 道徳の時間を要とした教科等の指導を通して、児童・生徒指導の充実を図り
ます。

支援を必要とする児童・生徒のニーズに応じた教育環境を整備します。

質の高い外国語授業の展開と学校生活全般における外国語を使用する機会の充実を図り
ます。

情報活用能力を含む学力向上に向けたＩＣＴ機器を効果的に活用する授業の展開を図り
ます。

安全・安心な学校生活とよりよい学習環境づくりのために学校教育施設の整備の充実を
図ります。

　学校教育
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ページ

1

1
人口減少や高齢化など多様な課題の顕在化や、急速な社会経済環境の変化に
対応するため、現代的課題や地域課題についての学習機会の充実

20

2
公民館利用者の高齢化や固定化が進んでいるため、サークル活性化を目指
し、サークル入会体験フェスタやサークル育成講座などの事業の実施

21

3
町民の知的要求や課題解決のための地域の情報拠点となる図書館として、特
色ある企画テーマ展示の実施

22

4 町民の読書活動を支援するボランティア活動の充実 23

2

1
子育て家庭を支援するため、子育てや大人と子どものふれあう学習機会の充
実

24

2 幼少期から読書習慣の定着を目指し、図書館に来る機会づくりの充実 25

3

1 国登録有形文化財への登録の推進 26

2 講座や展示等を充実させ、町民が寒川町の文化財を知る機会の充実 27

4

1 指定管理者と連携し、必要な修繕などの実施 28

乳幼児から高齢者までの学びの拠点として、快適で安全な学習環境を整えるため、社会
教育施設の整備等に努めます。

　社会教育

社会の持続的発展のための学びを推進します。

多様化する家庭環境に対して、地域全体での家庭教育を支援します。

郷土の歴史に対する関心を高め、文化財に対する保護意識の向上を図ります。
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担当課 学校教育課

１－１
「主体的・対話的で深い学び」につながる授業実践及び指導と評価
の一体化の推進等、今日求められる教育課題に関する校内研究会及
び教職員研修会等の充実

主な取組 教職員の資質向上事業、教育活動充実事業

事業概要
（Plan)

各小・中学校の校内研究に係る授業研究会、講演会等を公開、交流し、教職員の授業
力の向上を図る。各小・中学校において、学習指導要領を踏まえた校内研究を推進し、外
部講師を招聘しての講演会などを通して、最新の教育実践に係る情報に基づく研究を行う
とともに、研究授業を通して、外部講師や指導主事による指導助言を行い、各教職員に対
する実践的な授業改善を図っていく。さむかわ学びっ子育成推進委員会を組織し、各校の
校内研究について情報共有及び交換を目的として年４回の推進委員会を実施する。

取組実績
(Do１)

各校の校内研究において、学習指導要領で求められている「主体的・対話的で深い学
び」の授業改善に取り組むとともに、児童・生徒の実態に応じてつけさせたい力を明確に
し、各校の掲げた研究テーマに基づいて、授業公開、研究協議会を行った。外部から専門
的知識を備えた大学教授等の講師を招聘することや指導主事の指導・助言の機会を設け
ることによって、新しい識見や好事例の共有、最新の情報を取り入れ、教職員の授業力向
上を図るとともに、校内研究についてもより一層深めることができた。また、教職員研修会に
ついても、教育現場が抱える課題について、外部の専門的知識を備えた講師の講演会を
行い、教職員の資質向上を図ることができた。

今後の方向
性・改善策
(Action)

本事業を核として、各校の校内研究会において、研究の深まりが見られている。今後も引
き続き、学習指導要領で求められている資質・能力を育むことができるよう、「主体的・対話
的で深い学び」の実現に向けて授業改善を図っていくとともに、年々多様化している教育現
場の課題に応じた研修を行い、教職員の資質の向上を図っていく。

また、教職員の研修履歴制度に対応し、町校長会等を通して、制度の周知及び研修の
啓発を図る。

成果指標
（Do2）

目標値 実績値

85% 96%

課      題
(Check)

自己の授業改善につながると感じた教職員の割合
（教職員研修会・教育講演会事後アンケートより）

　　令和５年度は、新型コロナウイルス感染症の分類が５類へと移行した
ため、各校において他校の教員を招いての公開授業を行うことができ、
授業公開、講演会を主とする校内研究会を開催することができた。令和
６年度からは県の研修体制も大きく変わり、主体的に学び続ける教職員
を目指し、県立総合教育センター等における研修を教職員が自ら選択
して、資質向上に努めていくようになるため、学校長と連携しながら、計
画的に研修を行うとともに、啓発に努める必要がある。

総合評価

A

学 校 教 育

重点施策 １

学力向上に向けた主体的・対話的で深い学びの視点に

よる授業改善の充実を図ります。
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担当課

取組実績
(Do１)

令和５年度は、小学校４年生まで町内全小学校で35人以下の学級編成とすることがで
きた。

また、全国的な教員不足の中においても、ハローワークや町広報誌などを活用し、少人数
学習補充教員を小学校３校と全中学校に、少人数学習補助員を小学校３校に配置するこ
とができた。このことにより、少人数での授業を行うことができ、児童・生徒に対する丁寧な
見取りに加えて、対話的な指導による信頼関係の構築にもつながり、落ち着いた学習環境
によって理解の定着を図ることができた。

成果指標
（Do2）

目標値 実績値

70% 64%

B

基礎力定着度確認問題（※）の平均正答率
（※毎年度、町で実施しているもの）

課      題
(Check)

今後の方向
性・改善策
(Action)

国による少人数学級編成において、小学校については令和3年度より対象学年が順次
拡大されている。補充教員の人員確保のために、勤務時間や資格に関する雇用形態を柔
軟に設定するといった条件整備を図るとともに、ハローワークや町広報誌を活用して募集す
るなど、工夫しながら補充教員等を配置していく。これからも少人数学習を行い、校内研究
や授業改善を図りながら、児童・生徒の授業における理解を深め、学習の定着につなげら
れるよう尽力していく。

　　個別最適な学びが求められており、学級において学習に遅れがちな
児童・生徒に対して、個々に応じた支援・指導が行えるよう、補充教員等
のニーズが高まっているが、全国的な教員不足の影響により、人材の確
保が厳しい状況が続いている。
　　今回、人材が確保でき、落ち着いた学習環境の中で授業を行うこと
ができたが、様々な要因も含めて、結果的に目標値を達することができ
なかった。

総合評価

学級の人数を半分に分けた少人数授業実施のための補充教員を各学校に1名ずつ配
置し、個に応じたきめ細かい指導を展開することを目指す。

各小・中学校に少人数学習補充教員を1名ずつ配置して、少人数による授業において、
児童・生徒の発言・表現機会のさらなる確保、個に応じた児童・生徒の学習状況の把握及
び適切な対応などのきめ細かい指導により授業の理解を深め、学力の向上を図る。

学校教育課

１－２
学習形態や指導方法等の工夫を通した一人ひとりに応じたきめ細か
な指導の充実

主な取組 少人数教育推進事業

事業概要
（Plan)

学 校 教 育

重点施策 １

学力向上に向けた主体的・対話的で深い学びの視点に

よる授業改善の充実を図ります。
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担当課 学校教育課

２－１
様々な体験的な学習等における児童・生徒の主体的な活動を通じて
自己決定の場を設定し、自他を尊重する態度の育成といじめのない学
級・学校づくりの推進

主な取組 豊かな心・文化育成事業

事業概要

（Plan)

「寒川町いじめ防止基本方針」を踏まえて、いじめの未然防止に組織的に努めるととも

に、各教科の実習や修学旅行、野外活動、運動会、体育祭など、様々な体験的な学習等にお
ける児童・生徒の主体的な活動を通じて自己決定の場を設定し、自己肯定感及び自他を尊
重する態度を育み、いじめの起きない学校づくりを目指す。

また、演劇や音楽など本物に触れる機会を芸術鑑賞として設けることにより、児童・生徒
の情操豊かな心の育成を図る。

取組実績

(Do１)

各校において、定期的に生活アンケートを実施することで悩みや困り感を把握し、積極的

に児童・生徒及び保護者の相談に乗る体制づくりを行った。併せて、児童・生徒指導の情報
共有や対応策の協議等を支援会議やケース会議等で丁寧に行うことで、いじめの未然防止
につなげることができた。

児童・生徒が相互によさを認め合い、支え合う人間関係の構築は、学級、学年及び学校
生活の基盤となるものであり、町として取り組みを継続し、小・中学校ともに自尊感情の高ま
りが見られることは、これまでの各校の取り組みの成果であると捉えている。加えて、児童・生
徒が互いに発した言葉によっていたずらに傷つけ合うことのないよう、教職員研修会におい
て自尊感情に関する研修を開催し、児童・生徒指導に役立てた。

また、小・中学校において、芸術鑑賞を実施することで、本物の芸術に触れる機会を創出
することができ、児童・生徒の豊かな心の育成につながった。

成果指標

（Do2）

目標値 実績値

70% 81%

自分にはよいところがあると思う児童・生徒の割合

（全国学力・学習状況調査より）

課      題

(Check)

今後の方向

性・改善策
(Action)

町児童生徒指導担当教員研究会や児童・生徒指導担当教員連絡協議会を通して、全て

の教職員がいじめ問題への正しい認知の方法を知り、初期対応が行えるように周知を行う。
また、早期発見に向けて、自らSOSを出せない児童・生徒に目を向けた県の「かながわ子ど
もサポートドック」の取り組みを踏まえ、積極的にスクリーニングを行い、「いじめの芽」を早い
段階で摘めるよう努める。さらに、地域と協力しながら学校生活全般を通じて、児童・生徒が
互いのよさを認め合い、自尊感情などを高められるような機会を確保していく。

　　これまで継続して積極的に「いじめの認知」について各校へ周知をし

てきたことで、児童・生徒への支援が早期に図られるケースが増加して
いる。一方で、初期対応段階で問題解決についての道筋がうまく付けら
れず、解決までの時間を多く要するケースもあるため、今後、さらにいじめ
問題の正しい認知と早期解決に向けた初期対応について周知が必要
である。

総合評価

A

学 校 教 育

重点施策 ２

特別の教科 道徳の時間を要とした教科等の指導を通

して、児童・生徒指導の充実を図ります。
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担当課

今後の方向

性・改善策
(Action)

町主催の道徳教育推進教師対象の研修会などを通じ、道徳の授業において、他者とのか

かわりの中で道徳的な価値の理解から自己理解へつながる展開となるよう、授業の組み立
て方の実践を周知し、道徳の授業の質の向上を図っていく。また、令和６年度は、県の研究推
進校である一之宮小学校において研究発表を行っていくため、指導・助言を通じて支援する
とともに、研究成果を町全体に周知・還元する。

各校においては、特別活動や各行事、各教科の授業を通して、児童・生徒が主体的に取り
組めるような活動や目的の工夫をし、自他を認め合い、共に協力し合う中で、自他の命を大
切に思う心情を高められるような取組の推進を図っていく。

事業概要

（Plan)

新学習指導要領に基づいて、教育活動全般において道徳性を育むために、「特別の教科

道徳」を核として「考え、議論する道徳」の授業を展開し、道徳教育の推進を図るとともに、
各教科や特別活動、学校行事、体験活動、部活動等の教育活動全体を通して、生命を尊重
する心や自他を大切にする心を育む。

学校教育課

２－２
「特別の教科 道徳」の特質を踏まえ、自ら考え判断し行動できる力を
育む教育活動全体を通じた道徳教育の充実

課      題

(Check)

取組実績

(Do１)

各校における道徳の授業を充実させるために、指導主事による授業参観や指導・助言及

び研修会を行った。また、一之宮小学校において、県の「道徳教育の抜本的改善・充実にか
かる支援事業」の研究推進校として、道徳に関する研究を推進した。さらに、町主催で道徳
教育推進教師対象の研修会を開催し、道徳の授業の質の改善を図った。

各校においては、道徳の授業を核として、教育活動全般において適切な児童・生徒指導を
行い、生命を含む、自他を大切にする心の育成を図った。

成果指標

（Do2）

目標値 実績値

　　県の研究推進校である一之宮小学校では「考え議論する道徳」への

質的転換が見られてきたが、他校も含めて捉えてみると、１単位時間の
短い時間の中では、児童・生徒による考えの交流や、教員による価値観
の教え込みになっている授業が一部散見される。授業を通して、児童・生
徒がこれまでの自分と照らし合わせながら、今の自分とこれからの自分
について見つめ直せるような時間を確保できるような授業の組み立てを
することが必要である。

総合評価

A

命を大切にし、自分や仲間を大切にしている児童・生

徒の割合（町児童・生徒アンケートより） 100% 98%

主な取組 教育活動充実事業

学 校 教 育

重点施策 ２

特別の教科 道徳の時間を要とした教科等の指導を通

して、児童・生徒指導の充実を図ります。
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担当課

事業概要
（Plan)

多様な教育的ニーズを必要としている児童・生徒について、子ども一人ひとりの障がいの
状態、特性及び心身の発達の段階等を把握し、適切な学びの場の中で、適切な支援を受け
ることができるよう、保護者の相談及び就学相談を行う。

取組実績
(Do１)

就学相談として、一人ひとりの障がいの状態、特性及び心身の発達段階等を把握するた
め、保護者及び児童・生徒との面談、行動観察、学校見学、学校長面接等を行い、一人ひと
りの教育的ニーズを把握したうえで、寒川町障害児就学指導委員会において、最終的な進
学先を決定した。
　
　・就学に係る相談件数　　　　　　　　　　　　　　　　　 １１４件
　・寒川町障害児就学指導委員会に係る件数　３６件
　　　（内訳）
　　　　県立支援学校小学部就学　　　　　　 ３件　　町立小学校特別支援学級就学　２１件
　　　　町立中学校特別支援学級就学　１１件　　町立中学校通常学級転籍　　　　　　 １件

成果指標
（Do2）

目標値 実績値

- -
教育的ニーズに合った就学相談の実施

学校教育課

３－１
一人ひとりの教育的ニーズに合った学びの場で、適切な支援を受け
ながら学習することができる特別支援教育の充実

主な取組 特別支援教育推進事業

今後の方向
性・改善策
(Action)

年々、相談件数が増加する中でも、引き続き丁寧かつ、きめ細やかな就学相談を通して、
一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導・支援が行える就学先を決定していく。また、学び
の場の見直しの観点から、児童・生徒の成長や発達等の状態に応じた指導・支援が図られ
るよう、県立支援学校や町立の各校との連携を密に図り、児童・生徒の実態把握を継続して
いく。

通級指導教室については、県内で初めてとなる管轄の公立小学校全校への通級指導教
室の設置に向け、令和７年度からの運用開始ができるよう、令和６年度に施設整備や担当
教員の資質・能力の向上を図っていく。

　　一人ひとりの教育的ニーズを把握するため、保護者及び児童・生徒と
の面談や行動観察、学校との連携等に丁寧かつ、きめ細やかな対応が
求められている。その中で、就学相談件数は年々増加しており、また、教
育的ニーズも多様化していることから、町の就学相談体制の適切な分担
や細分化が求められている。
　　通級指導教室について、一之宮小学校と小谷小学校に設置している
が、未設置校に通う児童は、保護者の送迎が障壁となり、通級指導を受
けられない児童が一定数いる。

総合評価

A
課      題
(Check)

学 校 教 育

重点施策 ３

支援を必要とする児童・生徒のニーズに応じた教育環

境を整備します。
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担当課

　　多様なニーズに応えるためには、教職員の支援に対するスキルの向上
が必要である。また、個別支援が必要な児童・生徒は増加傾向にある
が、教職員定数の関係上、一人ひとりに十分な支援を行うことが難しい
状況にあり、各校で工夫を凝らしながら対応している。
　　指導主事への相談体制においても、心理士が介入するか、定期的に
カウンセリングするケースが増加傾向にあり、また、母子双方のカウンセリ
ングが必要なケースも増加しており、新たな依頼に即座に対応すること
が困難な状況になっている。

総合評価

A

児童・生徒や保護者、学校のニーズに応じた教育相
談の実施 -

今後の方向
性・改善策
(Action)

特別支援学級担当者研修会に通常級の教職員も参加できるようにするとともに、国の研
修システムを周知し、支援に対するスキルの向上を図る。また、県に教育相談に関わるスクー
ルソーシャルワーカー及びスクールカウンセラーの定数の改善を引き続き要望するとともに、
町費の特別支援学級補助員の勤務時間数の増を検討していく。

一方、県の措置によるスクールカウンセラーを月１回程度各小学校に派遣する。また、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、町心理士、巡回相談員、教育相談コー
ディネーターと密に情報共有を行い、校内での支援体制の充実を図る。

事業概要
（Plan)

多様な支援を必要とする児童・生徒に対して、学校が外部機関と連携することにより、より
よい対応につなげられるよう、情報共有等を通じて、支援を必要とする児童・生徒の保護者
の支援や教育相談を行う。

また、寒川町相談指導教室を核とした不登校児童・生徒に対する相談体制の充実を図り、
多様な支援を必要とする児童・生徒、保護者のニーズを受け止めながら、具体的な対応につ
なげるために、支援を必要とする児童・生徒の保護者の支援や教育相談を行う。

学校教育課

３－２
児童相談所等の他機関との連携をした学校生活に不安や課題を抱え
る児童・生徒への相談指導体制の充実

課      題
(Check)

取組実績
(Do１)

町教育委員会へ依頼があった相談について、担当指導主事から指示を受けた相談員が
見立てを行い、支援の方向性を保護者及び教員と共有し、チームとして支援を行った。また、
月１回程度、県のスクールカウンセラーを小学校に派遣したことで、保護者や児童がスクール
カウンセラーにつながりやすくなり、児童の中学校進学への不安を軽減する一助となった。さ
らに、県の児童相談所や保健福祉事務所等とも積極的に連携を図った。日常的に、児童・生
徒がよりよい教育活動が行えるよう、教育相談コーディネーターを中心に学年間や校内にお
いて支援の方法を確認し、常に修正を図ってよりよい支援を心がけた。

相談指導教室では、専任教員が不登校相談の窓口となり、悩みを抱える保護者に寄り添
いながら相談を受けるとともに、通室している児童・生徒の様子等について、担当指導主事
や相談員と密に情報共有を行った。また、相談指導教室等へ通室できない児童・生徒につい
ては、プッシュ型面談をしていくよう、相談員を通して学校へ働きかけた。

相談件数
　・町心理士　３８９件　　　・巡回相談員　４５２件　　　・訪問相談指導員　274件
　・相談指導教室専任教員　１８１８件　　　・県スクールソーシャルワーカー　６０３件

成果指標
（Do2）

目標値 実績値

主な取組 教育相談事業

-

学 校 教 育

重点施策 ３

支援を必要とする児童・生徒のニーズに応じた教育環

境を整備します。
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事業概要

（Plan)

外国人指導者（FLT）を全小・中学校に常駐配置し、特に小学校においては、全ての外

国語授業でFLTと日本人教員との互いの強みを生かしたティーム・ティーチングを行い、授
業の質を向上させる。さらに、外国語の授業以外の教科や、行事、部活動など学校生活全
般においてFLTとのやり取りを通じて外国語使用機会及び言語や文化についての体験的
な学習等の充実を図る。また、夏季休業中にＦＬＴを講師として、「さむかわイングリッシュ
キャンプ」を小学１～６年生及び成人対象に４つの外国語に関する講座を実施する。

小学校における外国語教育の早期化・教科化に伴って、教員にさらなる専門性が求めら
れる中、外国語に関する資格を有する小学校英語専科教員を小学校に配置し、中核的な
役割として、より適切な指導・評価計画の作成、教材開発等を行い、各小学校と共有するな
ど、専門性を一層重視した指導体制を構築する。

取組実績

(Do１)

小学校において、全ての外国語授業でFLTと日本人教員とのティーム・ティーチングを実

施し、聞くこと・話すこと（やり取り・発表）、英語を使ってコミュニケーションを行おうとする態
度を育成する等、授業の変化に伴い授業の質が向上してきている。さらに、小・中学校共
に、学校生活全般における外国語使用機会等の充実を通して、児童・生徒が自然に英語
でやり取りをする場面が見られるようになった。

「さむかわイングリッシュキャンプ」では、小学１・２年生、３・４年生、５・６年生、成人対象の
４つの英会話講座を実施し、事後アンケートにおいて、小学１・２年生では１００％、小学３・４
年生及び５・６年生では９４．６％、成人対象の講座では100％の方が「楽しかった」「また
来年もきたい」などと回答し、大変好評であった。

成果指標

（Do2）

目標値 実績値

90% 91%

ＦＬＴとの授業における外国語を楽しく学んでいる児

童・生徒の割合（町児童・生徒アンケートより）

学校教育課

４－１
小学校英語専科教員の配置及び各外国人指導者（ＦＬＴ）の小・中学
校への常駐配置による指導体制の強化を通じた外国語教育の推進

主な取組 小・中学校グローバル教育推進事業

　　FLTとの定例会の開催、SNSによる日常的な連絡調整、人事管理等

の業務負担が質・量の両面とも増大している。また、FLTが外国語担当
教員と共にパフォーマンス評価等を行う機会が増加していることから、
FLTの定例会の中で学習評価について今後も取り組む必要がある。

総合評価

A
課      題

(Check)

今後の方向

性・改善策
(Action)

学校と連携しながらFLTに関する連絡調整を図っていくとともに、FLTに学習評価につ

いて研修を行っていく。
「さむかわイングリッシュキャンプ」において、FLTが講師として参加できるよう、実施時

期・時間を７月下旬の午前と午後の両時間帯の開催とする。さらに、夏季休業中にFLTが
講師として、英語での調理実習を行い、体験的・実践的な英語学習の機会を提供していき
たい。

学 校 教 育

重点施策 ４

質の高い外国語授業の展開と学校生活全般における外

国語を使用する機会の充実を図ります。
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課      題

(Check)

今後の方向

性・改善策
(Action)

成果指標

（Do2）

目標値 実績値

60% 68%

外国語推進リーダー研究会の取り組みを通して、小・中学校間の円滑な接続に関する研

究を、さらに踏み込んで継続的に行っていく。
小・中学校の連携として、中学校外国語担当教員による小学校への出前授業等、中学

校による小・中の交流授業を行うことができるよう、調整を図っていく。
FLTの集中派遣の取り組みについて、令和５年度の取り組みを研究成果として、少しず

つ各校に広げ、通常の外国語授業に支障のない範囲で、FLTの柔軟な活用を図っていく。

　　外国語教育の早期化・教科化に伴い、外国語推進リーダー研究会を

通して、今後も小・中学校間の円滑な接続に向けた取り組みについて、
継続的に研究することが必要である。
　　FLTの集中派遣の取り組みについては、各校の外国語推進リーダー
も効果を実感しており、全校にて実施したいとの声が上がっているが、
希望の実施時期が重なり、日程調整が難しく、校内の授業との兼ね合
いもあり、全FLTを派遣することが難しい。

総合評価

A

英語の勉強が好きな児童・生徒の割合

（全国学力学習状況調査より）

主な取組 小・中学校グローバル教育推進事業

取組実績

(Do１)

外国語教育推進リーダー研究会を年5回、研究授業を年１回開催し、外国語授業の質を

高めるための研修を行った。
また、町の８名のＦＬＴを２校に集中派遣する研究授業を行い、児童・生徒にとって、学ん

だ英語を少人数のグループで総合的に実践する機会となり、様々なＦＬＴとの交流を通した
異文化理解及び新たな出会いを通じた英語使用の必然性につながる機会ともなった。さら
に小・中学校の外国語教育の円滑な接続を図るため、小・中学校でのICT機器を活用した
実践事例の共有及び指導方法等の協議をした。加えて、今日求められる指導・評価につい
て、町教育委員会からの説明を通して周知を図るとともに、各校の評価事例を基に、適切な
評価の在り方について理解を深めた。

学校教育課

４－２
外国語教育推進リーダー研究会を通じた組織的な研究体制及び情報
共有の充実

事業概要

（Plan)

各小・中学校から１名ずつ外国語教育を推進するリーダーを選出し、各校の外国語教育

の実践を推進するとともに、町立小・中学校の外国語教育について、今求められる授業を
行えるよう、授業内容（カリキュラム）及び指導・評価方法等の研究を行う。

さらに、ＦＬＴ、小学校英語専科教員及び町教育委員会外国語教育担当指導主事との連
携を深め、情報共有や意見交換等を通じて、組織的に寒川の子どもたちの外国語によるコ
ミュニケーション能力の育成を図る。

学 校 教 育

重点施策 ４

質の高い外国語授業の展開と学校生活全般における外

国語を使用する機会の充実を図ります。

 15 



担当課

課      題
(Check)

今後の方向
性・改善策
(Action)

今後も継続して、「主体的・対話的で深い学び」を実現するために、効果的なタブレット端
末の活用ができるよう、町教育研究員研究会ICT部会等で研究の推進を図る。また、町の
研究発表会において、研究指定校によるICTの効果的活用をテーマとした研究発表を行
い、町全体の教職員に研究成果を還元していく。

情報モラル教育については引き続き、国や県の資料等の情報共有を図るとともに、タブ
レット端末上に活用可能なコンテンツを追加し、「ＧＩＧＡワークブック寒川」を活用するなど、
学校と連携しながら適時適切に学校現場からの要望や課題に対応し、推進を図っていく。

　　各校にタブレット端末が導入されて3年目となり、日常的にICT機器を
活用した授業の実践に取り組む姿が多く見られているが、授業のねらい
に迫るために効果的にタブレット端末を活用することについては、継続し
て研究が必要である。また、タブレット端末の活用が急速に進んでいる反
面、児童・生徒の情報モラル教育についても必要性が増している。

総合評価

B

学校教育課

５－１
ＩＣＴ機器等の整備による新学習指導要領に対応した分かりやすい授
業の展開に向けた授業研究体制及び教職員研修の充実

主な取組 小・中学校グローバル教育推進事業

事業概要
（Plan)

GIGAスクール構想において導入された、児童・生徒用1人１台タブレット端末を効果的に
活用するための授業研究体制の構築及び各学校のニーズを踏まえた教職員研修の充実を
図るとともに、児童・生徒にとって分かりやすい授業の展開を目指す。

取組実績
(Do１)

ICT担当者会やICT支援員定例会において各校のICT活用状況や情報交換を行うこと
で、学校での端末活用の実態を把握し、学校と行政が一体となった対応につなげることが
できた。ICT支援員が核となり教員への支援及び各校の実態に応じた研修会を開催するこ
とによって、教職員間の活用スキルの差が解消されてきている。
　　また、町教育研究員研究会ICT部会を開催し、授業での効果的な活用方法について研究
授業を行うとともに、研究協議会で活用における成果と課題について協議を行った。導入当
初と比べて、各校におけるタブレット端末の活用の促進が図られ、授業時にタブレット端末を
活用する姿が多く見られるようになっており、全国学力・学習状況調査において、全国及び
県の平均と比べて大幅に授業でのICT活用率が高まっている。

成果指標
（Do2）

目標値 実績値

70% 64%

基礎力定着度確認問題（※）の平均正答率
（※毎年度、町で実施しているもの）

学 校 教 育

重点施策 ５

情報活用能力を含む学力向上に向けたＩＣＴ機器を効

果的に活用する授業の展開を図ります。
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担当課

主な取組 小・中学校グローバル教育推進事業

学校教育課

５－２
ＩＣＴ支援員の配置による各校のニーズに応じた情報教育に係る支援
の充実

　　新学習指導要領では、「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「学びに向かう
力、人間性等」の３つの資質・能力を育むとともに、資質・能力の一つとして位置づけられた
情報活用能力を育成することが求められている。これらの資質・能力を育むためには、GIGA
スクール構想において導入されたタブレット端末を効果的に授業で活用することが大事であ
る。そのためには、定期的な研修会の開催や専門性を生かしたICT支援員を配置するなど、
教職員の支援体制の充実を図ることが肝要である。整備された端末を授業の中で活用する
ことによって、児童・生徒の資質・能力を育んでいく。

課      題
(Check)

今後の方向
性・改善策
(Action)

成果指標
（Do2）

目標値 実績値

80% 94%

ICTの活用頻度の高まりに伴い、技術支援も高度化しているため、適宜、ICT支援員を活
用し、教職員のレベルに応じた研修を講じたり、各校の取り組みを共有することで解決を
図っていく。また、ICT支援員との定例会を通して、担当課の職員との情報共有をこれまで以
上に密にし、支援体制の充実を図っていく。

　　令和５年度からICT支援員を増員したことにより、学校間や教職員の
活用頻度の格差について、町教育委員会とICT支援員が連携すること
で、その解消が図られているが、新採用の教職員や町外からの異動者
への支援も引き続き必要である。
　　担当課における人事異動により、ICTに精通した職員が異動となるこ
とがあるため、ICT支援員の技術的助言の重要性が増している。

総合評価

A

タブレット端末を活用した学習について有用感を感じ
ている割合（町児童・生徒アンケートより）

取組実績
(Do１)

ICT支援員は、タブレット端末の高度な操作方法といった技術的支援を始め、授業での活
用方法といった授業支援等においても対応している。また、各校の実情に応じて研修を行
い、教職員のスキルアップを図ることができており、各校ともにICT支援員に相談することに
よって安心感を持ちながら、ICTを活用した授業を行うことができている。このような取り組
みを通して、教職員の資質・能力の向上が図られ、授業の中でタブレット端末を活用する姿
が多く見られており、令和５年度にICT支援員の支援回数を増加したことにより、学校現場
のニーズを捉え、さらなる取り組みの強化を図ることができた。

事業概要
（Plan)

学 校 教 育

重点施策 ５

情報活用能力を含む学力向上に向けたＩＣＴ機器を効

果的に活用する授業の展開を図ります。
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担当課

総合評価

A
　　施設の老朽化が進んでいく箇所について、引き続き計画的な整備・
修繕等が必要である。

課      題
(Check)

今後の方向
性・改善策
(Action)

施設の老朽化は今後も進むため、各施設の点検等を定期的に実施し、問題が生じない
よう整備・修繕等により環境整備を図る。

事業概要
（Plan)

学校生活における児童・生徒の学習環境の改善を図る計画的な修繕工事の実施や、経
年劣化に対応するため、公共施設再編計画に基づいた修繕工事を実施する。

また、法定点検を含む保守点検を実施し、その結果により必要な修繕及び緊急修繕等に
ついて、町の厳しい財政状況を踏まえた上で、児童・生徒の安全・安心を最優先に適切な
管理を行い学校環境の維持に努める。

○令和５年度計画工事
　　旭小学校、小谷小学校及び旭が丘中学校の外壁修繕工事

取組実績
(Do１)

事業計画に基づき、修繕等を実施した。
　・計画修繕等１０件完了（小学校６件、中学校４件）
　・定期点検、保守委託実施
　・消耗品購入による器具修繕実施
計画に加え、突発的な修繕等も不具合の状況に応じ、優先度を判断して実施した。
　・緊急修繕等３０件完了
（小学校　緊急修繕等２３件・要経過観察２件、中学校　緊急修繕等７件・要経過観察２件）

成果指標
（Do2）

目標値 実績値

90% 91%

整備・修繕等対応件数
（計画修繕等10件/10件、緊急修繕等30件/34件）

教育施設給食課

６－１
学校施設の維持保全と整備を通じた安全・安心な学校教育を継続す
るための環境づくり（小中学校修繕、施設維持補修委託、外壁修繕工
事など）

主な取組 学校施設の維持管理

学 校 教 育

重点施策 ６

安全・安心な学校生活とよりよい学習環境づくりのた

めに学校教育施設の整備の充実を図ります。
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担当課

　　ハード面については、運用の整理に併せて、必要な備品等の追加購
入等の検討が必要となる可能性がある。ソフト面については、運用を進
めていく中で課題が生じた場合に、その都度、解決していく必要がある。
　　また、栄養管理ソフトについては、さらなる活用を行うことができる余
地があるため、システムに対する習熟度をより上げていく必要がある。

６－２
工事および備品の調達による給食センター整備、運用手法検討・決
定、学校給食費公会計化実施

主な取組 学校給食センター整備事業

整備工事の進捗率、及び厨房、事務備品等の調達
準備

教育施設給食課

課      題
(Check)

今後の方向
性・改善策
(Action)

今後、発生する課題を軽減していくために、給食提供に必要な各種マニュアルの整備を
進めていく。また、必要な備品等が生じる場合は、適宜購入の可否を検討する。

献立、食材調達、調理方法等についても、センター方式に合った効率的、効果的なものと
なるよう、ブラッシュアップしていく。

さらに、学校給食センターの目的である給食提供と併せて、センターの施設を活用した食
育活動も行えるようにしていく。

事業概要
（Plan)

小・中学校合わせた完全給食を、安全で安定的に提供が行える学校給食センター整備
に向けた取り組みを進める。令和５年度は、前年度から引き続き地域振興施設等整備事業
を活用した施設整備工事を進めつつ、令和５年９月からの給食開始に向け、寒川町として
の運用方法を給食センター整備運用検討部会で検討し、町としての方針を定めていく。

また、給食センターの運用に必要な厨房や事務備品等の調達をするための必要な検討
及び発注を行い、併せて給食費公会計化に向けて給食費管理や栄養管理のシステム導入
を行う。

取組実績
(Do１)

令和5年5月に学校給食センター整備工事が竣工し、同年6月に関係条例制定等の必
要な手続きを経て、給食センター整備が完了した。また、給食提供を可能とするため、必要
な厨房機器、厨房備品、事務備品等を整備・調達し、令和5年9月から小中学校を合わせ
た完全給食の提供を開始した。

給食の提供開始にあたっては、学校と十分な調整を行い、実際に調理配送を行うシミュ
レーションを実施し、運用方法等を確認した。併せて、令和４年度より運用準備を進めてい
た栄養管理ソフトを使用した献立作成、食材調達等を行うことができている。

学校給食費については、公会計化を実施し、令和５年４月から小学校、同年９月から中学
校の会計管理を教育委員会で行っている。導入の初年度ではあったが、当初申請手続き
等についても、学校側と連携し、概ね課題なく運用を開始している。

成果指標
（Do2）

目標値 実績値

100% 100%

総合評価

A

学 校 教 育

重点施策 ６

安全・安心な学校生活とよりよい学習環境づくりのた

めに学校教育施設の整備の充実を図ります。
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担当課

課      題
(Check)

今後の方向
性・改善策
(Action)

町民の身近な学びの機会である公民館講座としてニーズの高い講座と、現代的・社会的
に必要とされる講座をバランスよく計画する。現代的・地域的課題に関する講座の割合は全
公民館講座の17.3％であったことから、講座全体の２５％程度を目指し、今後も継続して実
施する。土日開催の場合、他の講座と日程が重複し、定員に達しない講座もあることから、企
画時期や他の講座と連携する等の工夫を行う。親子向け講座などで新たな参加者を獲得す
るために、若い世代が興味を持ってもらえるような講座名や周知の工夫、参加しやすい形態
を検討する。

　　趣味、教養、健康、青少年向け等の住民のニーズの高い講座と比較し
て、現代的課題をテーマとした講座は定員に満たない場合があるが、実
施する意義は大きい。概ねの講座の満足度は「良い」との回答が９０％以
上であり、「普通」の回答が多い講座がいくつか見受けられ、「悪い」の
回答はほぼ無い。受講者の評価は高いが、関心を惹き、参加してもらうま
での工夫が必要。公民館利用者は70代以上のシニア女性の参加が多
いことから、子育て世代・勤労世代や男性の参加が増えることが望ましい
と考える。

総合評価

A

教育政策課

１－１
人口減少や高齢化など多様な課題の顕在化や、急速な社会経済環境の変化に対
応するため、現代的課題や地域課題についての学習機会の充実

成果指標
（Do2）

主な取組 現代的・地域的課題に関する講座等の開催

事業概要
（Plan)

　　現代的課題や地域課題について学習する講座を各公民館で実施します。

　【町民センター】ボランティア育成講座、環境講座、人権講座、防犯講座、
　　　　　　　　　　　　　　 地域の語り部による講座、近隣施設見学
　【北部公民館】シニアクラス、大人の超初心者パソコン教室、
　　　　　　　　　　　　　 スマホを買う前のスマホ教室、公民館花いっぱい運動
　【南部公民館】農業講座、文書館出前講座、一之宮を再発見しよう講座、
　　　　　　　　　　　　　 寒川神社をもっと知ろう講座

講座等の参加者の満足度

取組実績
(Do１)

※講座名、開催日、参加人数、参加率の順で記載
【町民センター】
●健康講座①、6月18日（日）、20人、80％／健康講座②、1月14日（日）、36人、144％
／●東洋大学出張講座、11月26日（日）、27人、90％／●薬剤師から学ぶ薬の正しい飲
み方講座、1月27日（土）、12人、40％／●地域の語り部講座（祭ばやし体験）、3月16日
（土）、50人、50％／●川崎市平和館見学バスツアー、3月27日（水）、33人、83％
【北部公民館】
●親子でホタル観察会、5月28日（日）、34人、170％／●スマホを買う前のスマホ教室、6
月21日（水）、8人、53％／●大人のパソコン超初心者教室、9月6日（水）～27日（水）、
延べ23人、29％／●環境講座、10月13日（金）、7人、23％／●寒川歴史散歩、11月11
日（土）、11人、110％／●お飾り作り教室、12月23日（土）、18人、100％／●ほくぶくら
ぶ①ニュースポーツ、7月8日（土）、9人、60％／②ヘルシークッキング、10月11日（水）、8
人、80％／③防災講座、11月16日（木）、9人、60％／④太極拳、12月13日（水）、11人、
73％／⑤ウェルネス体操、1月14日（日）、12人、60％／⑥大人の社会見学、3月24日
（日）、19人、106％
【南部公民館】
●新米パパママのためのお助け講座、6月3日（土）、8人、80％／●さむかわイングリッシュ
キャンプ（成人）、7月26日（水）・28（金）、10人、63％／●寒川神社をもっと知ろう講座、
7月30日（日）、15人、75％／●一之宮サマーフェスティバル盆踊り練習会、8月11日
（金）、51人、255％／●寒川中学校吹奏楽部楽器体験、8月26日（土）、12人、67％／●
西寒川支線の歴史講座、10月7日（土）、26人、130％／●インターネット被害未然防止講
座、11月5日（日）、14人、70％／●国登録有形文化財登録記念講演会、11月18日
（土）、28人、56％／●関東大震災　寒川の被害と復興、12月10日（日）、8人、40％

91%

目標値 実績値

90%

重点施策 １

社会の持続的発展のための学びを推進します。

社 会 教 育
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担当課

今後の方向
性・改善策
(Action)

公民館利用者は70代女性が多く、既存サークルの会員減少も見受けられることから、今
後は利用者の世代交代が加速すると考え、既存サークル支援と新規サークル育成を両輪に
して推進する。新規来館者の誘致のため、公民館まつりや子ども向けイベントなど、子育て世
代やリタイア世代などを呼び込み、公民館や地域での活動に親しみをもってもらう機会を創
出し、公民館サークルの活性化につなげる。

１－２

課      題
(Check)

成果指標
（Do2）

　　長引くコロナ禍の影響でサークルの高齢化や少人数サークルの解散
等により「利用者の会」登録団体は減少したが、公民館講座からの働き
かけによる新規サークル結成も増えている。目標値は達成できなかった
が、令和4年度実績値の171団体より増加している。公民館まつりは、
サークルの展示・発表のほか、コロナ禍以降に中止していた模擬店、バ
ザー、抽選会などのイベントを再開し、各館で大勢の来場者を得た。

総合評価

B

実績値

●公民館まつり
　　町民センター：3月　９日（土）、１０日（日）　参加者1,300人
　　北部公民館　：３月1６日（土）、1７日（日）　参加者2,366人
　　南部公民館　：3月23日（土）、24日（日）　参加者1,258人

●サークル入会体験フェスタ
　　　5月1日～31日実施……参加者29人、サークル加入者11人
　　11月1日～30日実施……参加者30人、サークル加入者11人

●サークル育成・サークル化につながった公民館講座
　　町民センター：朗読講座、9月9日（土）～10月14日（土）、全4回、参加者21人
　　北部公民館　：ちょっと健康タイム（輪踊り・健康体操）、7～10月、7回開催、延べ69人
　　南部公民館　：脳と身体の健康リトミック、6～7月、全3回、参加者20人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10～11月、全3回、参加者12人

公民館利用者の高齢化や固定化が進んでいるため、サークル活性化を目指し、
サークル入会体験フェスタやサークル育成講座などの事業の実施

主な取組 公民館サークルの育成・支援

事業概要
（Plan)

　　サークル入会体験フェスタ、サークル育成講座、公民館まつり等のサークル育成・支援を
目的とした事業を行います。

【３館共通】
　　公民館まつり
　　サークル入会体験フェスタ（５月・11月）
　　各館の利用者の会に登録しているサークルが講師となるサークル育成講座の実施

取組実績
(Do１)

目標値

180団体

教育政策課

利用者の会登録団体数
175団体

重点施策 １

社会の持続的発展のための学びを推進します。

社 会 教 育

 21 



担当課 教育政策課

１－３
町民の知的要求や課題解決のための地域の情報拠点となる図書館と
して、特色ある企画テーマ展示の実施

主な取組 図書資料を活用した様々なテーマの企画展示の実施

事業概要
（Plan)

　　町民の図書館の利用促進を図るため、図書館資料を活用した展示活動を実施する。

　【総合図書館】企画展示、YA（ヤングアダルト＝青少年）展示、児童展示、CD展示、
　　　　　　　　　　　　　複合展示、絵本小規模展示
　【北部・南部分室】北部・南部分室展示

取組実績
(Do１)

【総合図書館】
　企画展示　4回、YA展示　６回、児童展示　１０回、絵本小規模企画展示　２2回、
　CD展示　5回、複合展示　6回、その他（追悼展示、時事的話題等）　18回
　全71回（テーマ）、展示点数6，940点、貸出点数11,270点、貸出率162％

【北部・南部分室】
　北部：4回（テーマ）、展示点数356点、貸出点数149点、貸出率41％
　南部：4回（テーマ）、展示点数462点、貸出点数202点、貸出率43％

成果指標
（Do2）

展示資料の貸出点数

目標値 実績値

10,000点 11,621点

課      題
(Check)

   コロナ禍の影響により、読書ばなれが加速し、図書館の利用が来館者
数、貸出点数ともに令和３年度以降、減少が続いている。目標値は達成
したが、令和5年度はシステム入替に伴う臨時休館や展示回数の減もあ
り、展示資料の貸出数が令和4年度より約1,500点減少した。今後は来
館者の回復を目指し、社会情勢や町民の興味関心など、様々な視点か
ら新鮮で来館者の目を引くような展示事業を展開し、図書の幅を広げ、
新たな発見に繋げるなど図書館の利用拡大を図る必要がある。

総合評価

A

今後の方向
性・改善策
(Action)

　　図書（資料）の展示による情報提供・情報発信は図書館の重要な事業と捉えており、今後
も事業を量的・質的に向上させ、利用拡大を図る。

令和5年度は図書館システムの入れ替えなどにより、展示回数が減ったことも利用減につ
ながったと考えられることから、ミニ展示などの機会を増やし、北部・南部分室では児童・生
徒の利用を増やすための効果的な展示テーマの設定や館外への情報発信を工夫する。

重点施策 １

社会の持続的発展のための学びを推進します。

社 会 教 育
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担当課 教育政策課

１－４ 町民の読書活動を支援するボランティア活動の充実

主な取組 図書館ボランティアの育成

事業概要
（Plan)

地域の読書活動推進の担い手として、子どもの読書活動や図書館サービスを支援するボ
ランティアの育成を行います。

【総合図書館】読み聞かせボランティア、書架整理ボランティア

取組実績
(Do１)

●おはなし会ボランティア
　　令和5年度登録者数9人
　　おはなし会ボランティア活動実績：活動回数32回、延べ67人参加
　　おはなし会ボランティア全体会：8月24日実施、9人出席／２月23日実施、11人出席
　　おはなし会よみきかせ講座（ボランティア育成事業）：2月2日実施、22人参加

●配架書架整理ボランティア
　　令和5年度登録者１2人
　　配架書架整理ボランティア活動状況：活動回数95回、延べ223人参加
　　配架書架整理ボランティア全体会：4月21日実施、6人出席

成果指標
（Do2）

ボランティア活動年間参加人数

目標値 実績値

300人 290人

課      題
(Check)

　　町民の社会教育活動を支える学習拠点である図書館において、地域
住民と協力し、学習成果や生きがい創出の場としての活動の充実が必
要である。令和5年度は概ねコロナ禍以前にボランティア活動が戻り、新
規のボランティア登録も増えており、目標値に達成しなかったが、令和4
年度実績値より、延べ38人増となった。

総合評価

B

今後の方向
性・改善策
(Action)

図書館でのボランティアの活動について、図書館スタッフとボランティアが意見交換する
機会を設けて、利用者目線に近いボランティアの意見を取り入れることや、図書館まつりなど
利用者と直接ふれあうことで地域に貢献していることを実感してもらう取り組みが効果的で
あると考える。おはなし会ボランティア育成のための「おはなし会よみきかせ講座」の開催は
新規ボランティアの登録につながっていることから、今後も育成に向けた取組を継続する。

重点施策 １

社会の持続的発展のための学びを推進します。

社 会 教 育
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担当課 教育政策課

２－１
子育て家庭を支援するため、子育てや大人と子どものふれあう学習機
会の充実

41%

主な取組 親子・子ども対象事業の実施

事業概要
（Plan)

　　公民館講座等で家庭教育支援や青少年の体験活動充実に関する学習機会を提供する。

《親子対象事業》
　【町民センター】０歳児えいごであそぼう、ママとベビーのふれあい体操、星空観察会、
　　　　　　　　　　　　　　親子工作教室、親子で楽しむ恐竜の話
　【北部公民館】親子ホタル観察会、夏休みおはなし図書館
　【南部公民館】親子リトミック教室、親子でクラフト教室　等

《青少年対象事業》
　【３館共通】さむかわイングリッシュキャンプ、書き初め大会
　【町民センター】子どもプログラミング教室、子ども科学教室、子どもパステルアート教室
　【北部公民館】子ども実験教室、モザイクアート教室、子どもマイコン・プログラム教室
　【南部公民館】子ども寄せ植え教室、子どもクッキング教室、
　　　　　　　　　　　　　 寒川中学校吹奏楽部演奏会　等

取組実績
(Do１)

《親子対象事業》
【町民センター】
①えいごであそぼう、6月2日（金）実施、14人参加／②ママとベビーのふれあい体操、12
月14日（木）実施、10人参加／③親子工作教室、1月28日（日）実施、10人参加／④星
空観察会、2月18日（日）実施、27人参加
【北部公民館】
①おはなし図書館、5回実施、延べ16人参加／②夏休みおはなし図書館、3回実施、延べ
37人参加／③親子でホタル観察会、5月28日（日）実施、34人参加
【南部公民館】
①親子でクラフト教室、12回実施、延べ192人参加／②おはなし広場幼児、12回実施、延
べ191人参加／③親子でリトミック教室、11月8日（水）・15日（水）実施、延べ62人参加
／④クリスマスひろば、12月16日（土）実施、87人参加／⑤親子で和菓子体験教室、8月
8日（火）実施、13人参加／⑥親子寄せ植え教室、10月29日（日）実施、20人参加

《青少年対象事業》
【町民センター】16事業、64回実施、延べ3,018人参加
【北部公民館】　20事業、22回実施、延べ　　797人参加
【南部公民館】　18事業、34回実施、延べ　　829人参加

課      題
(Check)

今後の方向
性・改善策
(Action)

親子・青少年対象の講座は安定的に参加者がおり、ものづくりや料理などの講座は申込
者数も多く、参加者アンケートの満足度も高い。ジュニア絵画展には町内の小中学生から
1642作品の応募があり、令和４年度より117点増加し、学校連携の成果が出ている。小中
学生向けの無料学習会「にこにこ学習会」はネット申込にしたところ、申込者が増え、年間
40回、延べ約800人の参加があった。周知方法としてのLINE配信やネット申込の効果が出
ており、今後も改善を図りながら、引き続き体験活動の充実に取り組んでいく。

成果指標
（Do2）

目標値 実績値

30%

　　コロナ禍以降に体験活動の機会が減少していた幼児・青少年対象の
講座について、公民館講座で多くの機会を提供できたことは評価でき
る。今後も他の世代の事業数とのバランスを取りながら、青少年向け事
業の充実を維持する。

総合評価

A

公民館講座等の全事業実績における親子・青少年
対象事業の割合

社 会 教 育

重点施策 ２

多様化する家庭環境に対して、地域全体での家庭教育

を支援します。
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担当課

利用登録者数における18歳以下の割合

今後の方向

性・改善策
(Action)

言葉を学び、想像力を豊かにする乳幼児期からの読書習慣の形成は、図書館の重要な

役割であり、将来にわたり大切な事業と捉え、今後もサービス向上に努める。読書活動は子
どもの成長に不可欠であり、さらなる読書支援活動の充実が望まれる。青少年の利用促進
については、5年以上未利用による登録抹消者も多く、抹消者の属性の分析なども行いな
がら、18歳以下やその親世代へ向けた周知等の改善が必要であり、まず図書館へ来ても
らうための働きかけが重要で、さらに子どもの読書活動につなげる取り組みを検討する。

成果指標

（Do2）

目標値 実績値

25% 23%

課      題

(Check)

　　土曜日おはなし会をおはなしの部屋から児童コーナーのフロアに移

動したことで、参加者が増える効果はあったが、本の貸出点数や利用登
録者の減少が続いている。子ども達が本に親しむ習慣づくりのため、継
続的な読書啓発活動や図書館未利用者への働きかけ方法について、
新たな取り組みを検討する必要がある。

総合評価

B

事業概要

（Plan)

　　幼少期から読書習慣を身につけられるよう、図書館に来る機会づくりを充実する。

《乳幼児期の親子対象事業》
　 おひざにだっこのおはなし会、出張わらべうた講座
《幼児・小学生対象事業》
　 土曜日おはなし会、わくわく読書マラソン、ジュニア司書講座
《青少年（ヤングアダルト）対象事業》
　 YA向け図書展示
《学校との連携事業》
　 団体貸出、学校図書室と連携した読書啓発活動

取組実績

(Do１)

《乳幼児期の親子対象事業》

●おひざにだっこのおはなし会、22回実施、114人参加／●ぬいぐるみおとまり会、1回実
施、8人参加
《幼児・小学生対象事業》
●土曜日おはなし会、45回実施、775人参加／●スペシャルおはなし会、4回実施、176
人参加／●わくわく読書マラソン、310人参加／●おすすめカード募集、53枚／●ジュニ
ア司書講座、8回実施、受講生7人、延べ44人参加
《青少年（ヤングアダルト）対象事業》
●児童向け図書展示、32テーマ／●YA向け図書展示、6テーマ

教育政策課

２－２ 幼少期から読書習慣の定着を目指し、図書館に来る機会づくりの充実

主な取組 子ども対象の読書活動推進に関する事業の実施

社 会 教 育

重点施策 ２

多様化する家庭環境に対して、地域全体での家庭教育

を支援します。
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担当課 教育政策課

３－１ 国登録有形文化財への登録の推進

1

主な取組 文化財保護事業

事業概要
（Plan)

町内の近代文化財である広田家住宅の国登録有形文化財への登録を推進し、町内初の
国登録文化財とすることで、文化財保護及び意識の向上を図る。また、登録後は今後の保
護活用方法を協議していく。

取組実績
(Do１)

旧広田医院（広田家住宅）について1か所2件（主屋、門柱及び塀）が国登録有形文化
財に登録された。また、講演会、見学会などの普及啓発活動を実施した。

登録後は所有者と公開範囲を決め、文化財保護委員会において保護活用について協議
を行った。

成果指標
（Do2）

目標値 実績値

1

　　令和５年８月に官報告示があり、旧広田医院が寒川町で初の国登録
有形文化財となった。保護活用においては、公開範囲等については協議
が実施できたが、その他の部分についての協議が必要である。

総合評価

A

登録件数（箇所）

課      題
(Check)

今後の方向
性・改善策
(Action)

予定していた登録が達成できたので、今後は保護活用についてのさらなる協議を実施し
ていく方向であるが、実際に管理をしている所有者の思いを尊重しながら保護活用の方向
性を決めていく必要がある。

社 会 教 育

重点施策 ３

郷土の歴史に対する関心を高め、文化財に対する保護

意識の向上を図ります。
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担当課

事業概要
（Plan)

文化財学習センター事業、公民館事業において実施される各歴史文化財関連事業を
「寒川町郷土歴史・文化財普及啓発事業」として連携・協力を強化し、より多くの人に郷土
の歴史文化に関する事業を提供していく。

取組実績
(Do１)

※講座名、開催日、参加人数の順で記載

【文化財学習センター事業】
●考古学講座、5月20日（土）・27日（土）・6月10日（土）、41人／●布ぞうり作り教室、6
月25日（日）、9人／●遺跡発表講演会、11月4日（土）、20人／●旧広田医院見学会、
12月10日（日）、22人

【公民館連携協力事業】
●世界遺産講座、9月9日（土）、10人／●西寒川線講座、10月7日（土）、26人／●茅ヶ
崎市博物館見学、１０月17日（火）、12人／●寒川歴史散歩、１１月11日（土）、11人／●
国登録有形文化財登録記念講演会、11月18日（土）、28人／●お飾り講習会、12月17
日（日）、17人／●お飾り教室、12月24日（日）、18人／●祭りばやしの歴史と体験鑑賞
会、3月1６日（土）、50人／●まが玉作り教室、3月23日（土）、11人

主な取組 文化財学習センター事業、公民館運営事業

教育政策課

３－２ 講座や展示等を充実させ、町民が寒川町の文化財を知る機会の充実

今後の方向
性・改善策
(Action)

関係機関や公民館との連携協力の強化、文化財事業に対する町民の意識の向上が見ら
れ、参加者数が増加傾向である。今後も事業内容や広報活動の見直し・精査を行い、現在
の取り組みを継続していきたい。

成果指標
（Do2）

目標値 実績値

210 275

課      題
(Check)

　　令和４年度と同じ事業ながら、大幅に参加者が増えた事業と参加者
募集に苦慮する事業とに別れた傾向がある。町公式LINEによる周知を
すると参加者が増加する傾向が見られた。

総合評価

A

事業の参加者数

社 会 教 育

重点施策 ３

郷土の歴史に対する関心を高め、文化財に対する保護

意識の向上を図ります。
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担当課

今後の方向
性・改善策
(Action)

令和５年度は計画に基づき、町民センターにおいて必要な修繕等を実施したが、他の公
民館や総合図書館も含め老朽化が進んでいるため、引き続き公共施設等総合管理計画の
状況を踏まえながら必要な修繕等を実施していく。

教育施設給食課

４－１ 指定管理者と連携し、必要な修繕などの実施

100% 100%

成果指標
（Do2）

目標値 実績値

総合評価

A
　　各施設の老朽化が進んでいくため、利用者のサービス低下につなが
らないよう、引き続き計画的な整備・修繕をする必要がある。

計画修繕・工事実施率
（町実施1件/1件、指定管理者実施24件/24件）

主な取組

課      題
(Check)

社会教育施設の維持管理

事業概要
（Plan)

　　各館の快適で安全な学習環境を整えるために必要な修繕等を実施する。

○令和５年度実施予定修繕、工事等
　　指定管理者実施　：　町民センター受水槽揚水ポンプ修繕

取組実績
(Do１)

計画に基づき、館内で生じた不具合箇所について、必要な修繕等を実施した。
【町民センター等】
　　・予算計上した計画修繕等１件完了
  　・小規模修繕２３件完了（指定管理者実施）
【総合図書館】
 　 ・寒川文書館収蔵庫用空調機修繕（町実施）

重点施策 ４

乳幼児から高齢者までの学びの拠点として、快適で安全な学習環境を

整えるため、社会教育施設の整備等に努めます。

社 会 教 育

28
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Ⅲ 外部評価委員の意見等 
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令和５年度事業の点検・評価の客観性を高めるため、教育に関し学識経験を

有する方々等（外部評価委員）から事業についてご意見をいただきました。  

ここからは、そのご意見を施策別にまとめ、掲載しています。 

 

【学校教育】 

 

重点施策１ 

「学力向上に向けた主体的・対話的で深い学びの視点による授業改善の充実を

図ります。」について 

 

〇主体的・対話的で深い学びの実現や個別最適な学びを目指し、教職員は研

修に対する考え方の転換期に迫られている。世の中の変化を前向きに受け止め、

探究心を持って自律的に学ぶ姿勢、求められる知識・技能が変わっていくことを

意識した学び、新たな領域の専門性を身に付けるなどの強みを伸ばすための一

人ひとりの教職員の個性に即した学び、他者との対話や振り返りの機会を確保し

た学びなどが新たな教師の学びとなると思われる。そのような中、寒川町では「さ

むかわ学びっこ育成推進委員会」を機能させて、教職員研修会や教育実践の情

報共有等を通じた指導力育成に継続的に取り組み資質向上を図っている。また、

成果指標の実績値では昨年度の92％から４ポイントの上昇がみられ、研修を通

じての資質向上等について一定の成果を収めているのではないかと思われる。今

後も、教職員が自立した学習者となり、途切れることのない授業改善のため、教

職員の主体的な研修参加を期待したい。  

 

〇今日求められる教育課題に対し、校内研究や教職員研修会等を行い、教職員

自らが主体的・対話的に深く学ぶことを日々実践しており、結果、自己の授業改

善につながっていると実感している割合が多いと言う事は、この事自体が子どもた

ちの学びのお手本だと思います。対話をするには、まず相手を尊重する事が不可

欠かと思います。このようなプロセスを数多く踏んできている教職員の方々なら、ご

自身の経験をふまえ、適切に子どもたちを導いてあげられるのではないか。  

 

〇正解（知識）の暗記、正解主義への偏りから脱却し、学びの動機付けや幅広い

資質能力を育成することは、児童・生徒へのきめ細かい指導を前提として主体

的・対話的で深い学びを実現することにも通じている。少人数できめ細かい指導

ができることで、学習活動のつまずきを見取る力を身に付けることや学習する児
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童・生徒を主体として課題解決型の学習教材を活用して個からグループへ考え

を広める過程を再現することにもつながる。全国的な教員不足で課題を抱える学

校が少なくない中でも、町で直接雇用する補充教員や補助員をすべての小中学

校に配置できていることは寒川町教育委員会のご尽力の賜物と推察される。しか

し、成果指標の「基礎力定着度確認問題の平均正答率」と少人数教育に相関

関係があるかどうかは疑問が残る。  

 

〇「基礎力定着」ということに関して、学習指導要領の基準に達しているか否かで

評価を出さなければならないのが日本の教育のシステムであり、中学校の生徒で

あれば高校受験がある以上、仕方のないことだとは思いますが、「学力」＝「テスト

の点数や内申点」といったところに目を向けられがちだと感じます。「学力」を「何

かを学ぼうとする力」として捉えると、個々の興味の対象を理解して、好奇心・探究

心を膨らませていき、その知識や技術を掘り下げていきたい時に、学校での学習

がとても役に立つというようにつなげていけたら、「知るは楽しい！」という事に気付

けるのではないかと考えます。少人数ということを生かして、個々の興味関心など

から、それぞれの学習の必要性や面白さに気付かせてあげられると良いと思いま

す。そのためにも、人員確保につながるような工夫に、引き続き尽力されていくこと

を期待したい。 

 

〇何かを教えること、理解してもらうことは難しく、理解度なども児童・生徒によって

違うので、一人ひとりに応じたきめ細やかな対応や指導は大変だと思うが、学ぶ

楽しさを実感し、自主的に学習に取り組もうとする姿勢が学力の定着につながり、

また、教員も達成感を得られるのではないか。  

 

〇寒川町も外国につながりのある児童・生徒が増えてきたので、国際教室を基準

に達してから設置するのではなく、基準に達することを想定して備える必要がある

と思う。 

 

〇本来であれば、子どもの好奇心を理解して伸ばしていく役目を一番に担うべき

は保護者であり、寄り添ってあげるのは保護者であって欲しいと願いますが、そうで

はない事例を見聞きするたび心苦しくなり、改めて公教育の必要性・重要性を感

じます。 
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重点施策２ 

「特別の教科  道徳の時間を要とした教科等の指導を通して、児童・生徒指導の

充実を図ります。」について 

 

〇いじめの未然防止のための「児童・生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通

うコミュニケーション能力の素地を養う」という視点の取り組み、「児童・生徒が自

主的に考え議論し、行動する機会を設ける」など、いじめ防止に資する児童・生徒

活動へのアプローチが実践されている。また、いじめの早期発見のための取り組み

としての「かながわ子どもサポートドック」を活用したプッシュ型のアプローチとしての

スクリーニングによるピックアップなどは、教職員に負担が生じることになるが予防と

早期発見という面で有効であると考える。  

 

〇いじめはなくならないと思いますし、重大ないじめを学校が解決するのは、限界が

あると思います。子どもたちの自尊感情に高まりが見えるということなので、今後、

様々な活動を通じて、多様な人達との関わりの中で、お互いの違いを理解し、「自

分はどういう人でありたいか」ということなどに目を向けていけると、いじめの抑止に

もつながると思います。また、場合によっては、「いじめ」ではなく「犯罪」であるという

ことも、子どもたちにはしっかりと伝える必要がある。 

 

〇インターネットやＳＮＳ上のいじめへの対応は苦慮するため、学校教育活動全体を

通じての指導が必要と思われる。情報モラル研修会等の必要な啓発活動を行い、

児童・生徒が自らインターネット等を通じて行われるいじめを防止する意識を持って、

主体的に考え、行動する取り組みを進めていくような視点も必要である。特に初期

段階での適切な指導と問題解決への道筋が重要なポイントになると思われる。  

 

〇大人でもいじめはあるので、心が未成熟な子どもたちには、なおさら道徳の時間

を通して心の教育をすることは大切だと考える。児童・生徒同士、教員から児童・生

徒、児童・生徒から教員へと無意識に心を傷つけたり、追い詰めたりしてしまうこと

があり得るので、適切なサポートをしていく体制が整うと良いと思う。また、複雑な家

庭環境の子どもたちについては、民生児童委員と情報共有して守っていかなけれ

ばいけない。 

 

〇成果指標として、「自分にはよいところがあると思う児童・生徒の割合」について

は、昨年度の77％から４ポイント上昇しており、各学校の教科指導及び学校行事
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や体験活動のほか、教職員研修会での自尊感情に関する研修の成果であると考

えられる。しかし、一定値以上に上げていくのは難しいと思われる。今後も現状を維

持できれば素晴らしい成果であると考える。  

 

〇道徳の授業は難しいのだろうと思いますが、自他の命を大切に思う心情を高めら

れるような取り組みを推進させていく事は、方向性として適切であると思います。併

せて、物も大切にする気持ちも育成できると良いと思います。 

 

〇交流活動や行事、ボランティア活動等を通して、保護者並びに地域住民やその

他の関係者との連携を深め、地域で児童・生徒を見守る体制づくりという視点も

必要ではないかと思慮する。  

 

〇過去に人権セミナーに参加したことがあるが、講演はとてもよかったので、ぜひ子

どもたちにも機会を提供してもらいたい。 

 

〇課や担当部署の垣根を越えて、子どもたちのためにできることに取り組んでいた

だきたい。 

 

 

重点施策３ 

「支援を必要とする児童・生徒のニーズに応じた教育環境を整備します。」につい

て 

 

〇教育的ニーズの変化に応じ、学びの場を柔軟に見直すことと、一貫した教育支

援の中で、就学先となる学校や学びの場における学びの連続性を推進するという

視点から、就学相談と子どもの特性等を十分に把握した上で教育的ニーズに応じ

た進路を決めていく体制が整備されている。小・中学校等における通常の学級、通

級による指導、特別支援学級といった学びの場の判断について、寒川町障害児就

学指導委員会において様々な関係者が多角的、客観的に検討できている。  

 

〇町内全小学校への通級指導教室の設置に向けて、準備が進められているとの

事で、ぜひ頑張っていただきたい。支援を必要としている全ての子どもたちが、通級

指導を通じてより良い学びにつながることを願いたい。 
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〇通常の学級では難しい場合でも、通級指導教室ではその子どもにとって効果の

ある方法で指導を受けることができる。また、学習面以外にも生活する中での困難

に対して解消や克服できるような指導が行われるため、学校を卒業した後も役に

立つスキルを身につけられるなどの利点がある。他の自治体の例では、通っている

学校に通級指導教室が設置されていない場合は、他の学校に移動することになり、

児童・生徒の負担になっているといわれているが、寒川町ですべての小学校に通級

指導教室を設置した「自校通級」となれば解消される。 

 

〇一人ひとりの教育的ニーズを把握し、進学先を決めることができていることは良

いと思うが、年々相談が増えているということなので、必要な支援が行き届くよう体

制を整える必要がある。同じ悩みを持つ保護者同士の交流の場やフリースクールを

開校してはどうか。 

 

〇不登校児童・生徒、ヤングケアラー、子どもの貧困、子ども虐待、家庭内トラブル、

友人とのトラブル、発達障害などの課題は児童・生徒が多くの時間を過ごす学校

の中で解決していく、または解決の道筋をつけていくことが期待されている。教職員

等が児童・生徒の日頃の行動や様子から課題を見取り、対応していくために必要

な知識・技能を高めることも必要となる。そのような状況下で、学校からの要請等に

応じて支援する組織や仕組みを整えることは重要であり、校内での教育相談コー

ディネーターを核とした仕組みができている。ただし、スクールカウンセラー及びスク

ールソーシャルワーカーの配置や派遣時間数等は少なく不十分であると思われる。

例えば、食事が満足に与えられず、愛情欲求不満をもち、情動的な行動が多くなり、

虚言、多動、宿題忘れ、学習の理解が遅いなどの集団での適応が難しくなっている

状況を改善するためには、週に１回以上のカウンセリングが必要であり、行政的な

支援を得るために母親のカウンセリング、スクールソーシャルワーカーの支援が必要

になる。 

 

〇不登校の原因は多種多様であり、対応の難しさを改めて知ることができた。一教

員が通常の業務に加えて対応することには限界があると思うので、専門の教職員

の増員を期待したい。また、現職の教職員の心身の健康も守る必要がある。 
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重点施策４ 

「質の高い外国語授業の展開と学校生活全般における外国語を使用する機会

の充実を図ります。」について 

 

〇社会の急速なグローバル化の進展の中で、英語力の一層の充実は極めて重要

な問題であり、異文化理解や異文化コミュニケーションはますます重要になる。その

中で国際共通語である英語力の向上は日本人に不可欠で、アジアの中でトップク

ラスの英語力を目指すべきであると考える。そして、義務教育段階では英語に親し

みながら言語・文化の理解を深め、基本的な表現に慣れるために、英語を使ったゲ

ーム・クイズ・歌などを通じて学ぶことが効果的と考えられる。寒川町では外国人指

導者（ＦＬＴ）を全ての小・中学校に常時配置しており、小学校では全ての外国語

授業で活用し、さらに、外国語の授業以外の教科や行事、部活動などでも活用し

て英語に親しませている。そのようなことからも、成果指標の実績値となる児童・生

徒のアンケート結果では、昨年度の88％よりも３ポイント高い、９１％もの児童・生徒

が楽しさを感じていることは評価に値する。今後も授業だけでなく様々な活動の中

で英語に触れる機会の充実を図っていただきたい。  

 

〇外国語の授業においては、特に楽しくコミュニケーションを取ることが重要になる

と思います。FLTとの授業で楽しさを実感している児童・生徒が多いので、その楽し

いと思った気持ちを大切にしてほしいと思います。  

 

〇各校にFLTが常駐配置されていることはとても良いと思う。喋らないと身につかな

いので、外国語を使用する時間を増やしていただきたい。文法の違いや、英単語の

発音とつづりが対応していないなど、テストがあることで苦手意識を持つ子どもは

多くいると思うが、意思疎通ができることが楽しいと感じて自ら学ぶことにつながり、

そして、自国の言語や文化、他国の言語や文化に興味関心を持ち、視野が広がっ

ていけば良いと思う。 

 

〇FLTの活用について、これからまだまだ工夫がなされていくことと思いますが、コン

パクトな寒川町だからこそできる英語教育に今後も期待したい。 

 

〇令和５年度英語教育実施状況調査（文部科学省）では、小学校教師の英語免

許所有者は約7．2％であり、小学校で英語を指導している教師のうちＣＥＦＲ  Ｂ２

レベル相当（英検準１級など）以上を取得しているのは約４．３％に過ぎない中で英
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語教育を推進するための効果的な研修は欠かすことができない。また、小学校（第

5・6学年）の授業中、７５％以上の時間で言語活動を行っている学校の割合は、

神奈川県では４９．６％であり、全国平均の５５.６％と比較しても６ポイント低い状況

である。そのような中、小学校低学年からＦＬＴを活用して英語に親しませていること

やＩＣＴを活用した授業研修等により英語教育の質を高める取り組みは先進的と

思われる。今後も、ＦＬＴの活用とともに各校の外国語教育推進リーダーを核にして、

英語学習における言語活動の充実により、指導と評価を一体化させ、児童・生徒

が楽しく学び、英語の学習が好きになるよう、さらなる研究と実践を期待する。  

 

〇英語の勉強は、受験を見据えた取り組みにもなってくると思います。英会話と違い、

その言語の構成について考える必要が出てくるので、日本語の文法についても立

ち返って学び直していく必要もあるのではないかと思います。子どもたちからすれば、

単語を覚えることも大変だと思いますが、自分の好きなものと絡めて例文を作った

り、友達同士でプレゼンを英語でしてみるなど、楽しみながら学習してほしいと思い

ます。苦手でも嫌いにならないことを願いたい。 

 

 

重点施策５ 

「情報活用能力を含む学力向上に向けたＩＣＴ機器を効果的に活用する授業の

展開を図ります。」について 

 

〇情報通信技術は、時間的・空間的制約を超えること、双方向性を有すること、カ

スタマイズが容易であることなどから、学びの場でも効果的に活用することで、子ど

もたちにわかりやすい授業を実現し、基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得、

思考力・判断力・表現力等及び学びに向かう力、人間性等の育成に資する。最近

では文部科学省の「学校ＤＸ戦略アドバイザー事業」などもあり、加速度的にＩＣＴ

を活用した授業が進展している。一人一台端末を活用した授業づくりには教員研

修が不可欠であり、学校内での教科横断的なＯＪＴが必要となってくる。そのため、

行政と連携したＩＣＴ支援員の配置、町教育研究員研究会ＩＣＴ部会を開催するな

ど施策を続けることは児童・生徒の学力向上につながると期待できる。また、ＡＩを

活用した学習についても国が利用のガイドラインを示していることから、今後研究を

進める必要がある。 
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〇ICTの活用率の高さについて、寒川町がコンパクトな町だからこそできる強みだと

思います。タブレット端末が導入されて3年目とはいえ、まだまだ研究は必要とのこと

ですので、寒川町だからこそできる、より良い活用のアイデアが生まれてくることを期

待したい。 

 

〇コロナ禍においては、主にオンライン学習やリモート学習が注目されてきましたが、

今後、ペアや班で顔を突き合わせながらの学習で、ICTがどの様に活用できるのか、

活用されていくのかにとても興味があります。デジタルとアナログ、バーチャルとリア

ルを理解し、バランスよく学習してほしいと思います。 

 

〇実際にタブレットで授業をしているところを見てみたいと感じた。教職員も主体的

に活用しているようで良いと思う。合唱コンクールの際に２年生、３年生が練習して

いるところをタブレットで撮影し、１年生に見せるなど、有効的に活用されている。 

 

〇ＩＣＴの活用にあたっては、ハード面とソフト面での管理や運用について知識・技能

が必要となり、教員による差もあるが、専門的な知識が必要な操作や設定では苦

慮することになるので、ＩＣＴ支援員が配置されていることは効果的であると考える。

今後も活用効果が高いことから継続または拡充配置する優先度は高いと考える。

ただし、活用が進むと学校間での差が生じ、機器管理や授業での支援等について

ＩＣＴ支援員を頼りにしすぎて責任まで負わせることのないよう、現場の配慮と体制

整備を進める必要もある。  

 

〇ICT機器の取り扱いについては、得手不得手があると思います。通常業務に加え、

不慣れな新しい取り組みが導入されることは、教職員の負担も大きなものであった

と思います。ICT支援員のサポートはとても心強いと思うので、これからも教職員の

方々を支えていっていただきたい。 

 

 

重点施策６ 

「安全・安心な学校生活とよりよい学習環境づくりのために学校教育施設の整

備の充実を図ります。」について 

 

〇教育環境の整備充実について計画通りの修繕を完了されている。今後は、限ら

れた予算の中で、物価上昇等を想定しながら安全・安心な学校づくりを推進する
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とともに、引き続き、計画的な学校施設の適切な維持管理を図っていただきたい。  

 

〇町に人を呼ぶのであれば、学校施設の整備は不可欠だと思います。現状の校舎

の老朽化は、安全・安心な学校生活とは言い難い部分も多々見受けられます。教

職員や児童・生徒たちは日々授業を行っていますので、ハードの面でも適切に支援

していただきたい。 

 

〇８校全てについて、一度に整備するのは難しいとは思いますが、安心して学習に

取り組める環境を整えていただきたい。  

 

〇給食センター整備が完了し、令和５年９月より小中学校における完全給食が開

始されたが、運用開始に向けた計画的な整備により順調に稼働していることと、給

食費の公会計化がスムーズに導入されたことは行政と学校の連携の成果ではな

いか。引き続き、栄養管理ソフトを上手に活用して子どもたちの食育を推進してほし

い。 

 

〇給食センターの運用に関しては、まだ始まったばかりで、まだまだこれから課題も

出てくることと思いますが、日々の給食の提供に敬意を表しつつ、より良い形で給食

センターが活用されていくことを願います。 

 

〇給食センターでは、アレルギーを持っている子どもに対して配慮されていて、保護

者の不安を取り除けているのではないかと思う。  

 

〇給食を通した異文化コミュニケーションが取れると良い。 
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【社会教育】 

 

重点施策１ 

「社会の持続的発展のための学びを推進します。」について 

 

〇令和５年度に閣議決定された教育振興基本計画の今後５年間の教育政策の

目標の中で、「人生１００年時代を見据え、全ての人のウェルビーイングの実現のた

めにも、人生の各場面で生じる個人や社会の課題の解決につながる学習機会が

保障され、学ぶことで充実感を得て継続的な学びにつながるよう、生涯学び、活躍

できる環境を整備する。多様な世代への情報提供や学習成果の可視化、仲間と

のつながりから学ぶことができる環境整備を図る。」ことが上げられている。そのよう

な中で、社会教育施設である町民センター、北部公民館、南部公民館で企画され

た講座や教室に多くの町民が参加するとともに、参加者の満足度も昨年度の

86％と比較して５ポイント上がって、９１％になったことは評価される。今後もさらに

各年代が楽しみながら学べるような仕掛けを期待したい。また、世代を超えて交流

しながら各自の生きがいを創り合う共生社会の実現も期待したい。 

 

〇社会教育施設を核として、同世代や異世代が交流する機会となるサークル活動

についての支援は重要である。また、各サークルのマネジメント力を持ったリーダーの

育成も必要と考えられる。そのような中で、成果指標とする「利用者の会登録団体

数」が昨年度の171団体から４団体増加して１７５団体になった。今後は、さらに地

域団体への活動支援、地域団体のネットワーク化、市町村横断型のコラボレーショ

ン企画、町の文化祭、商工会等との共同企画による学習講座の開催、そして、住

民意識の変容を図り、新たな団体の組織作りや自主活動の発展を促す取り組み

等も検討して欲しい。  

 

〇サークルが活発だと生きがいになり、元気に生活できると思われる。学びたい、体

験したいと思う魅力的な講座はたくさんあるので、多くの方に参加してもらえるよう

工夫が必要である。 

 

〇第五次「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」では、自治体は「福

祉部局等との連携や、学校、図書館、地域の民間団体、民間企業といった関係者

との連携、協力に努め、横断的な取組を行い、地域に根ざした子どものための読書

環境の醸成に取り組む体制を整備」していくことが必要となる。また、「障害のある
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子どもや日本語指導を必要とする子どもなど、多様な子どもたちに対応した」読書

の促進への取り組みも必要となる。まずは、乳幼児期から高齢者まで幅広い世代

の地域の学習拠点としてコミュニティーを形成することを柱にさまざまな企画を模

索してはどうか。 

 

〇コロナ禍以前のように、図書館に足を運んでくれる人が再び増えることを願いた

い。本の活用の仕方などの具体例を挙げて展示してみることも面白いのではない

か。 

 

〇読み聞かせに関しては、ベテランの方の「このように読まねばならない」という考え

方が強すぎると、若手はやりづらいこともある。 

 

〇子どもたちの職場体験などで図書館の仕事を体験できる機会を増やしたり、読

み聞かせの体験をさせてあげたりして、自分にも出来るかもしれないと思えた子たち

は、ボランティアにもつながっていくのではないか。 

 

 

重点施策２ 

「多様化する家庭環境に対して、地域全体での家庭教育を支援します。」につい

て 

 

〇イベントの周知方法としてＬＩＮＥ配信やＷｅｂ申込を活用したことで参加者増につ

ながった成果を検証し、さらに工夫改善を目指したい。その他、対面でなくてもＷｅｂ

を活用した講座や中高生が関わり、講師となったり参加者となったりするなど、異な

る世代が交流できる機会を提供することで、事業の一層の充実に期待したい。  

 

〇様々な事業が工夫しながら実施されていているので、それぞれの体験と同時に、

多くの「楽しかった」を持ち帰って、新たなつながりや、さらなる探究心につなげてい

けると良い。 

 

〇図書館は、学習や調査のための利用と娯楽のための利用の２つの目的があると

考える。運営はそのバランスが重要であると考えられる。商業ベースでのコラボレー

ションにより集客できている例や商業施設と複合化した指定管理者制度の導入な

ど多様化している。その中で、学習や調査のためだけでニーズを引き出すのは厳し
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いが、一方で住民への図書館サービスの目的から乖離したイベントでは批判を受

けることになる。子どもの読書活動からビジネス支援といった新たなニーズへの変

化、情報化への対応も課題ではないか。  

 

〇親子間の読み聞かせに関しては、本の内容や読み聞かせの技術ではなく、本の

世界を一緒に過ごした楽しい時間こそが、親子にとっての心の栄養になると思いま

す。そこで築かれた親子の信頼関係や安心感が子どもの成長に大きく影響してく

るのではないかと思います。小さなお子さんを持つ保護者の方には、肩肘張らずに

気軽に読み聞かせることを楽しんでほしい。 

 

〇子どもが小さいとゆっくり本を選ぶことができないと思うので、キッズスペースがあ

れば良いと思う。また、子ども用の机といすをカラフルにしてみてはどうか。  

 

〇幼稚園や保育園と協力し、未就学児が描いた絵を展示してみてはどうか。また、

図書館まつりで本の中に書かれたレシピで実際に作った物を展示したり、販売して

みてはどうか。さらに、命の重さを感じる作品などの漫画を増やし、関連した書籍を

提示して利用をうながしてはどうか。 

 

 

重点施策３ 

「郷土の歴史に対する関心を高め、文化財に対する保護意識の向上を図ります。」

について 

 

〇国登録有形文化財として登録された旧広田医院を寒川町の名所として保護管

理するための方策については、有識者等で検討されると思われるが、文化継承とい

う点から建造物の優れた点や他の建造物と比較した解説など、町の社会教育施

設や商業施設で配布するリーフレットなどがあると良いのではないか。少なくとも町

の学校で配付することで一定数に周知されるのではないか。  

 

〇旧広田医院の国登録有形文化財への登録達成、喜ばしいことです。多くの人に

知ってもらえることを願います。 

 

〇寒川町の文化財については、町おこしにも使えそうな、大きなポテンシャルを秘め

ていると感じます。 
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〇事業内容について、大人向けだけではなく、子どものうちから興味関心を育むな

ら、子ども目線で関連する何かを作ったり、併せて、歴史の入門的な話をするなど、

楽しさで心を掴めると、その後の学びにもつながると思います。また、学校で周知し

ても良いと思います。 

 

〇事業の参加者数が目標値より大きく上回っており、郷土の歴史に対する関心を

持つ人が増えていることは良いことだと思う。また、LINEでの発信は利用している

人が手軽に有益な情報を入手できるのでもっと進めていくべきだと思う。  

 

 

重点施策４ 

「乳幼児から高齢者までの学びの拠点として、快適で安全な学習環境を整える

ため、社会教育施設の整備等に努めます。」について  

 

〇地域住民のコミュニケーションの中心的役割となる社会教育施設の計画的修繕

により、指定管理者と連携して安全な環境を提供できている。今後も計画的に整

備を進めながら、快適で清潔感があり、町の特徴を生かした社会教育施設を維持

運営できるようお願いしたい。  

 

〇町民の方々が楽しく充実した日常を送れるよう、整備等を引き続きお願いした

い。 

 

〇老朽化が進んでいる建物が多くあるようなので、必要な修繕が全て実施できて

いて良いと思う。 

 

 

【その他・全般】 

 

〇町の担当職員におかれましては、日頃より感謝申し上げます。今回、意見を述べ

させていただいたことで、私自身も多くの学びがあり、成長させていただきました。今

後とも、町のため、子どもたちのためによろしくお願いします。  

 

〇町とともに何ができるのか考え、取り組んでいきたいと思います。  
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Ⅳ 教育委員会会議 

及び教育委員の活動（報告） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

１ 令和５年度教育委員会会議の開催状況 

 

   教育委員会の会議は毎月原則 20日に開催される定例会と必要に応じ開催され 

る臨時会があり、次のとおり開催し審議等を行いました。 

 

（令和５年 4月～令和６年 3月） 

開 催 日 区 分 議  事  等 

（令和５年） 

 

4月 20日 
定例会 

議案   令和５年度寒川町一般会計補正予算（第１

号）について 

協議１  令和５年度教育委員会委員の活動について 

２  寒川町立小・中学校適正化等基本計画（案） 

に係るパブリックコメントの実施について 

報告   案件なし 

5月 19日 定例会 

議案１  令和６年度使用小・中学校教科書用図書採

択方針について 

  ２  寒川学校給食センター設置条例の制定につ

いて 

協議   案件なし 

報告   案件なし 

６月 22日 定例会 

議案１  寒川学校給食センター条例施行規則の制定

について 

２  寒川町教育委員会事務局の組織等に関する 

規則の一部改正について 

  ３  県費負担教職員管理職の任免の内申につい           

て 

協議   案件なし 

報告   専決処分の報告について 

その他  寒川町立小・中学校適正化等基本計画（案）

説明会の実施結果（速報）について 
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7月 20日 定例会 

議案   教育に関する事務の管理及び執行の状況の

点検及び評価の結果報告書について 

協議   寒川町立小・中学校適正化等基本計画（案）

に係るパブリックコメントの実施結果につ

いて 

報告   案件なし 

８月 ７日 臨時会 

議案   令和６年度使用寒川町立小学校・中学校教

科用図書の採択について 

協議   案件なし 

報告   案件なし 

8月 18日 定例会 

議案   寒川町立小・中学校適正化等基本計画につ

いて 

協議   案件なし 

報告   専決処分の報告について 

その他１ 国登録有形文化財への登録について 

   ２ 図書館システムの入替について 

  9月 20日 定例会 

議案   令和５年度寒川町一般会計補正予算（第４

号）について 

協議   案件なし 

報告   案件なし 

その他１ 工事等進捗状況について 

   ２ 寒川学校給食センター稼働後の経過報告に

ついて 

10月 19日 定例会 

議案   令和６年度（令和５年度末）寒川町立小中

学校県費負担教職員の人事異動基本方針に

ついて 

協議   案件なし 

報告   専決処分の報告について 
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11月 21日 定例会 

議案   令和５年度寒川町一般会計補正予算（第５

号）について 

協議   令和５年度実施全国学力・学習状況調査の

結果について 

報告   案件なし 

その他  工事等執行状況について 

12月 20日 定例会 

議案   令和５年度寒川町教育委員会表彰被表彰者

について 

協議   寒川学校給食センターの施設利用について 

報告   専決処分の報告について 

（令和６年） 

 

 

１月 19日 定例会 

議案１  寒川町立小学校及び中学校の管理運営に関

する規則の一部改正について 

  ２  寒川町学校運営協議会規則の一部改正につ

いて 

  ３  教育委員会事務局職員の人事について 

協議   案件なし 

報告   案件なし 

2月 １日 臨時会 

議案１  令和６年度寒川町一般会計予算（教育に関

する部分）について 

  ２  寒川学校給食センター条例の制定について 

協議   案件なし 

報告   案件なし 

2月 21日 定例会 

議案   案件なし 

協議   案件なし 

報告   専決処分の報告について 

３月 12日 臨時会 

議案１  県費負担教職員管理職の任免の内申につい

て 

  ２  教育委員会事務局職員の人事について 

協議   案件なし 

報告   案件なし 
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3月 22日 定例会 

議案１  令和６年度重点施策について 

２   令和６年度小・中学校の夏季休業日におけ  

る授業日の変更について 

  ３  寒川学校給食センター条例施行規則の制定

について 

協議   令和６年度の教育委員会委員の活動につい

て 

報告      案件なし 

 

毎月の定例会終了後に、教育委員会報告として教育委員及び事務局職員より 

前回以降の活動状況や翌月定例会までの予定等の報告及び意見交換を行ってい 

ます。 
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２ 教育委員の活動 

 

教育委員は、定例会や臨時会以外に小・中学校への学校訪問や各種教育委員会主

催行事、研修会等に参加しており、活動は次のとおりです。 

 

（令和５年 4月～令和６年 3月） 

活 動 日 内        容 

４月 ３日 

６日 

７日 

13日 

教育委員会辞令交付式 

中学校入学式 

小学校入学式 

神奈川県市町村教育委員会連合会役員会・総会 

5月 22日 

26日 

教職員研修会 

教科用図書採択検討委員会（第１回） 

６月 22日 

 

 

教育委員会調査研究会（第１回） 

・教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の結果

報告書（案）について 

７月 18日 

 

21日 

教育委員会視察（第１回） 

教科用図書採択検討委員会（第２回） 

教育講演会 

 8月 ４日 

７日 

10日 

25日 

教育委員会視察（第２回） 

2年次教諭研修会 

寒川学校給食センター開所式 

教職員研修会 

10月 14日 小学校運動会 

11月 10日 

17日 

21日 

 

研究推進校研究発表会 

神奈川県市町村教育委員会連合会研修会 

教育委員会調査研究会（第２回） 

・令和６年度寒川町一般会計予算（教育に関する部分）について 

１月 29日 PTA大会・教育懇談会 
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2月 １日 

 

 

８日 

教育委員会調査研究会（第３回） 

・令和５年度第１回寒川町総合教育会議について 

教育委員会表彰式 

総合教育会議 

3月 12日 

19日 

29日 

中学校卒業式 

小学校卒業式 

教育委員会辞令交付式 

 

上記のほかに、次の審議会等に教育委員会を代表して委員が出席しています。 

 

・寒川町総合計画審議会（小川） 

 ・寒川町まちづくり推進会議（大森） 

 ・寒川町民生委員推薦会（布谷、小川） 

 ・寒川町青少年問題協議会（山本） 

  ・さむかわ男女共同参画プラン推進協議会（大森） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

３ 教育長及び教育委員の就任期間 

 

教育長 

氏  名 就  任  期  間 

大川 勝德 令和４年 11月 10日～令和７年 11月９日 

 

教育長職務代理者 

氏  名 就  任  期  間 

布谷 あけみ 令和４年 11月 11日～ 

※教育委員の中から選出されるため、就任期間は教育委員と重複しています。 

 

教育委員 

氏  名 就  任  期  間 

小川 雅子  平成 29年 10月５日～令和７年 10月４日 

布谷 あけみ  令和２年 10月１日～令和６年９月 30日 

大森 博明  令和４年 10月１日～令和８年９月 30日 

山本 博司  令和４年 12月 13日～令和９年 10月 16日 

 



 

 

 

教育に関する事務の管理及び執行の 

状況の点検及び評価の結果報告書 
【令和５年度対象】 

 

令和６年７月発行 

編集・発行 寒川町教育委員会 

       〒253-0196 

神奈川県高座郡寒川町宮山 165番地 

       電話 0467-74-1111（代表） 

 


